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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の指定� 障 害 福 祉 課

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の更新（３件）� 〃

・�障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立

支援医療機関の変更� 〃

　・道路の区域変更（２件）� 道 路 維 持 課

　・道路の供用開始（３件）� 〃

◎　公　告

　・大規模小売店舗の変更事項届出� 経 営 支 援 課

　・県営土地改良事業計画変更の決定（２件）� 農 村 整 備 課

　・住宅確保要配慮者居住支援法人の指定� 住 宅 課

長崎県告示第84号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（訪問看護）として次のとおり指定し

た。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 指定年月日

セントケア訪問看護ステーション大村 大村市東三城町７-９　フジビル２階201号室 令和６年12月１日

訪問看護ステーションONE SKY 大村市荒瀬町1148-５ 令和７年１月１日

長崎県告示第85号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（病院又は診療所）として次のとおり

指定を更新した。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 更新年月日

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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独立行政法人　国立病院機構　長崎医療セ

ンター
大村市久原２丁目1001-１ 令和７年２月１日

医療法人　横尾病院 諫早市川床町395番地２ 令和７年２月１日

医療法人　光晴会病院 長崎市葉山１丁目３番12号 令和７年２月１日

医療法人　成蹊会　佐世保北病院 佐世保市下本山町432番地１ 令和７年２月１日

医療法人　前川医院 長崎市大園町５番３号 令和７年２月１日

重工記念長崎病院 長崎市丸尾町６番17号 令和７年２月１日

長崎県告示第86号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（薬局）として次のとおり指定を更新

した。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 更新年月日

有限会社　前川薬局 大村市竹松本町1046 令和７年２月１日

有限会社　森調剤薬局 佐世保市矢峰町223-３ 令和７年２月１日

有限会社　今泉調剤薬局　相生町店 佐世保市相生町２-21 令和７年２月１日

有限会社　あい調剤薬局　南町店 五島市池田町５-28 令和７年２月１日

有限会社　あい調剤薬局 五島市富江町狩立531 令和７年２月１日

保険調剤公会堂前薬局 長崎市桶屋町59 令和７年２月１日

中村調剤薬局　吉久木店 五島市吉久木町443-８，443-２ 令和７年２月１日

中村調剤薬局 五島市錦町１-15 令和７年２月１日

大島調剤薬局 西海市大島町1895 令和７年２月１日

株式会社　力武薬局 佐世保市下京町７-18 令和７年２月１日

株式会社　福江薬局長崎 長崎市江川町120-６ 令和７年２月１日

井手薬品株式会社　井手薬局 佐世保市栄町５-９ 令和７年２月１日

れもん薬局 諫早市永昌町５-13 令和７年２月１日
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もろおかファミリー薬局 諫早市多良見町化屋741-12　喜々津ビル１Ｆ 令和７年２月１日

まえかわ調剤薬局 大村市竹松本町937-11 令和７年２月１日

ふれあい薬局 諫早市栄田町31-48 令和７年２月１日

トラスト薬局 佐世保市万徳町５-13　河本ビル１階 令和７年２月１日

調剤薬局ＳＨＯＥＩ 佐世保市塩浜町６-２ 令和７年２月１日

たらみタウン薬局 諫早市多良見町化屋810-１ 令和７年２月１日

そのぎ薬局 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1716-７ 令和７年２月１日

そうごう薬局　大村東店 大村市東本町524 令和７年２月１日

そうごう薬局　大村店 大村市西大村本町210-５ 令和７年２月１日

そうごう薬局　ミヤノ店 平戸市宮の町606 令和７年２月１日

そうごう薬局　いづはら東里店 対馬市厳原町東里290番地６ 令和７年２月１日

そうごう薬局　小長井店 諫早市小長井町井崎100-６ 令和７年２月１日

有限会社　すみや薬局 佐世保市川下町432-１ 令和７年２月１日

さかい薬局　佐世保店 佐世保市大和町349-４ 令和７年２月１日

クボ調剤薬局 長崎市油屋町１-36　パセオラビル１階101号室 令和７年２月１日

キザキ薬局　上石田店 雲仙市千々石町甲675-１ 令和７年２月１日

キザキ南光堂薬局 雲仙市千々石町乙３-５ 令和７年２月１日

かまち薬局　元町店 佐世保市元町１-８ 令和７年２月１日

株式会社　エム．エス．ファーマシー　

佐々調剤薬局
北松浦郡佐々町市場免７-３ 令和７年２月１日

上野町薬局 長崎市上野町１-２ 令和７年２月１日

いきいき調剤薬局　芦辺 壱岐市芦辺町箱崎大左右触550-10 令和７年２月１日

いきいき調剤薬局 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦57-１ 令和７年２月１日

イオン薬局　大塔店 佐世保市大塔町14-２ 令和７年２月１日
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やました薬局 諫早市福田町2405-３ 令和７年２月１日

溝上薬局　深堀店 長崎市深堀１-11-115 令和７年２月１日

株式会社エム.エス.ファーマシー　おおむ

ら中央薬局
大村市池田２丁目299番地１ 令和７年２月１日

２１薬局 長崎市新大工町１-５　大野ビル１Ｆ 令和７年２月１日

長崎県告示第87号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定

による自立支援医療（精神通院医療）を担当させる指定自立支援医療機関（訪問看護）として次のとおり指定を

更新した。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 更新年月日

医療法人　友愛会　訪問看護ステーション　

あんこう
長崎市浜口町14-16 令和７年２月１日

長崎県告示第88号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規定

する指定自立支援医療機関（精神通院医療）から同法第64条の規定により、次のとおり名称等の変更の届出が

あった。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

指定医療機関の名称 所　　在　　地 変更年月日

新 変更なし 長崎市丸尾町６-17

令和２年５月１日

旧 重工記念長崎病院 長崎市飽の浦町１-73

長崎県告示第89号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類　一般県道

路　線　名　嬉野川棚線

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

官公有無番地先（東彼杵郡川棚町木場郷字櫻ノ追道下1528番１）から

東彼杵郡川棚町木場郷字下木場1609番１地先まで

前 9.9～26.1 242.5

後 9.9～27.0 242.5
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長崎県告示第90号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び島原振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類　一般国道

路　線　名　251号

道路の区域

区　　　　　　　間
区域変更

前後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　長

（メートル）
備　考

南島原市布津町丙字飯野新田1685番１地先から

南島原市布津町丙字飯野新田1685番13地先まで

前 18.1～20.8 3.0

後 18.1～19.0 3.0

長崎県告示第91号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道

嬉野川棚線

官公有無番地先（東彼杵郡川棚町木場郷字櫻ノ追道下1528番１）から

東彼杵郡川棚町木場郷字下木場1637番４地先まで
令和７年２月18日

長崎県告示第92号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び島原振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般国道

251号

南島原市布津町丙字飯野新田1640番６地先から

南島原市布津町丙字飯野新田1685番13地先まで
令和７年２月18日

長崎県告示第93号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び島原振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日
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一般国道　251号
雲仙市国見町多比良乙字町下200番34地先から

雲仙市国見町多比良乙字町下200番32地先まで
令和７年２月18日

　　　大規模小売店舗の変更事項届出（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により次のとおり大

規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定に

より関係書類を縦覧に供する。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　届出の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　させぼ五番街

　　　長崎県佐世保市新港町２番７　ほか

　⑵　届出者の氏名又は名称及び住所

　　　有限会社　中村商事

　　　代表取締役　中村　國昭

　　　長崎県佐世保市大塔町８番地２

　⑶　変更した事項

　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑷　変更の年月日

　　　令和５年９月１日　ほか

２　届出年月日

　　令和７年１月15日

３　関係書類の縦覧

　⑴　縦覧期間

　　　公告の日から４月間

　⑵　縦覧場所

　　　�県政情報コーナー（県庁１階県政資料閲覧エリア内）、長崎県県北振興局商工水産部商工観光課及び佐世

保市経済部商工労働課

４　その他

　�　法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに、意見の内容及びその理

由並びに氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した意見書を長崎県産業労働部経営支援課に提出しなければ

ならない。

　　　県営土地改良事業計画変更の決定（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定に基づき、佐世保地区県営農村地域防災減災事業

（ため池整備事業）事業計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により公告

し、土地改良事業計画書を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この計画変更については、同法第88条第６項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満

了の日の翌日から起算して15日以内に長崎県知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画については、上記審査請求のほか、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して

６か月以内（上記審査請求をした場合は、この審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内）に、長崎県（知事が被告の代表者となる。）を被告として、この計画の取消しの訴えを提起する

ことができる。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　　　　公　　　　　告
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１　縦覧に供すべき書類の名称

　　農村地域防災減災事業（ため池整備事業）佐世保地区

　　土地改良事業計画書

２　縦覧期間

　　令和７年２月18日から令和７年３月10日まで

３　縦覧場所

　　平　　日：佐世保市役所農林水産部農林整備課

　　土日祝日：佐世保市役所守衛室（北口管理人室）

　　　県営土地改良事業計画変更の決定（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定に基づき、島原地区県営農村地域防災減災事業事業

計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、土地改良事業計画書

を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この計画変更については、同法第88条第６項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満

了の日の翌日から起算して15日以内に長崎県知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画については、上記審査請求のほか、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して

６か月以内（上記審査請求をした場合は、この審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内）に、長崎県（知事が被告の代表者となる。）を被告として、この計画の取消しの訴えを提起する

ことができる。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　縦覧に供すべき書類の名称

　　県営土地改良事業計画書　農村地域防災減災事業

　　（島原地区）

２　縦覧期間

　　令和７年２月18日から令和７年３月10日まで

３　縦覧場所

　　平　　日：島原市役所農林水産部耕地水産課

　　土日祝日：島原市役所有明庁舎宿直室

　　　住宅確保要配慮者居住支援法人の指定（公告）

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号）第40条に基づき、住

宅確保要配慮者居住支援法人（以下「支援法人」という。）を指定したので、同法第41条第１項の規定により次

のとおり公示する。

　　令和７年２月18日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　支援法人の名称

　　特定非営利活動法人　心澄

２　支援法人の住所

　　長崎県長崎市馬町48番地１　３階

３　支援業務を行う事務所の所在地

　　長崎県長崎市馬町48番地１　３階

４　指定年月日

　　令和７年２月６日
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